
令和４年９月２６日 

土庄町告示第１２２号 

 

土庄町販路開拓支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、土庄町内の産業の振興及び発展を図るため、国内外で新規販路開拓に

主体的に取り組む町内に本社（会社以外の法人にあっては、主たる事務所。以下同じ。）

若しくは事業所を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人事業者に対し、

予算の範囲内で土庄町販路開拓支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 法人 法人格を有する団体をいう。ただし、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）に基づく財産区及び認可地縁団体並びに宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）

に基づく宗教法人を除く。 

（２） 展示会等 商談や販路の開拓を目的に開催される商談会、見本市及び展示会並び

に対面販売や試食販売を行う催事をいう。 

（３） 出展 展示会等に出展又は出品する行為をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。 

（１） 補助金の交付申請を行う年度の４月１日以降、引き続き町内に本社若しくは事業

所を有する法人又は町内に住所若しくは事業所を有する個人事業者であること。 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団又は公序良俗に反する活動その他反社会的勢力への関与が認

められる者でないこと。 

(３) 町税の滞納がない者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。 

（１） 第６条第１項の規定により算出した額が１万円に満たない者 

（２） 補助金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者 

（補助対象事業） 



第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 

(１) 補助対象者が一般に公開されている展示会等に出展する事業。ただし、国外で開催さ

れる展示会等については、補助対象者の渡航を伴わない商品のみを展示販売する事業につ

いても、補助金の交付の対象とする。 

(２) 補助対象者が通信販売を行うことを目的として新たにホームページを制作する事業。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の交

付の対象としない。 

(１) 国、地方公共団体及びその他公的団体から補助金又は交付金の交付を受けて出展する 

 事業 

(２) その他町長が不適当と認める事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、展示会等の出展又は

ホームページの制作に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た額とし、１補助対象

者当たり１年度につき２０万円を限度とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端

数が生ずるときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、土庄

町販路開拓支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類

を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。 

（１） 補助対象事業の履行状況が確認できる写真 

（２） 補助対象経費の請求書、領収書又はこれに代わるものの写し  

（３） 振込先口座の通帳の写し 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金

を交付することが適当と認めるときは、土庄町販路開拓支援補助金交付決定通知

書（様式第２号）により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。この場

合において、当該通知をもって補助金の交付額の確定通知とみなすものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において、補助金の交

付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができ

る。 

（状況報告） 



第９条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に関する事

項について町長から求めがあったときは、これを報告しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第１０条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はこれらを変更することが

できる。 

（１） この要綱の規定により付された条件に違反したとき。 

（２） 虚偽又は不正な方法によって補助金の交付を受けたことが判明したと

き。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合

は、土庄町販路開拓支援補助金返還命令書（様式第３号）の交付により、期限

を定め、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。た

だし、その責めに帰すべき事情によらない場合については、この限りでない。 

（加算金及び延滞金） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額

（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除し

た額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を納付するもの

とする。 

２ 前項の場合において、納期日までに加算金を納付しなかったときは、納期日

の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を納付するものとする。 

（業務の委託） 

第１２条 町長は、補助金の交付申請の受付等に係る業務を委託することができ

る。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 

附 則(令和 5 年 3 月 27 日告示第 38 号) 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(令和 5 年 7 月 13 日告示第 69 号) 

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の土庄町販路開拓支

援補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則(令和 7 年 月 日告示第 号) 



この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の土庄町販路開拓支

援補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 

  



別表（第５条関係） 

経費区分 補助対象経費 

展示会等出

展経費 

(1) 会場借上料 

(2) 会場装飾費 

(3) 出展商品等輸送費（商品・パンフレット等輸送費、保険料）  

(4) オンライン展示会等の出展経費 

(5) 什器・備品借上料 

広告宣伝費 (1) 販促ポスター・チラシ・映像等PR資材作成費 

(2) 企画・デザイン費 

(3) 撮影・編集費 

(4) 印刷製本費 

(5) 翻訳代 

旅費 (1) 交通費（本社若しくは事業所から会場までの合理的な交通

手段及び経路による部分に限る。） 

 ア 鉄道賃 

 イ 船賃 

 ウ 航空賃 

 エ 車賃（タクシー代、燃料費を除く） 

 オ 有料道路通行料 

 カ 駐車場使用料 

※ビジネスクラス、グリーン車等特別料金は対象外とする。 

(2) 宿泊費（1泊12,000円を上限とする。） 

雑役務費 (1) マネキン費（1事業者当たり1日につき1人を上限とする。） 

(2) 通訳費（1事業者当たり1日につき1人を上限とする。） 

委託料 展示会等出展代行業務委託料（商品買取代を除く） 

ホームページ制作委託料 

その他 町長が特に必要と認める経費 

※申請者名義で支出されたものを補助対象経費とする。 

※クレジットカード決済等の場合、当該年度の末日までに引き落としが完了した

ものを補助対象経費とする。 

※金融機関等への振込手数料は補助対象外とする。 

※汎用性が高く展示会等出展後も流用が可能と町が判断した備品の購入費用は補

助対象外とする。 

  



様式第１号（第７条関係） 

 

土庄町販路開拓支援補助金交付申請書兼請求書 

 

年  月  日 

 

土庄町長  様 

                   

申請者名称 

                  代表者氏名            ㊞ 

                  電 話 番 号 

 

土庄町販路開拓支援補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり関係書類

を添えて申請及び請求します。 

なお、申請（請求）に当たり、土庄町税務課に納税情報（平成３０年度以前まで

町税の滞納の有無）を照会することに同意します。 

 

 

 

１ 申請者概要 

申請者名  
代表者 

職・氏名 
 

所在地 
〒 

 

電話番号  業種  

担当者名 

職・氏名 
 

担当者 

E-mail 
 

資本金 

（出資金） 
円 従業員数 人 

 

税務課確認欄 

区分 滞納無し 滞納有り 

確認   

給付 可 不可 



２ 出展した展示会等の概要及び実績等 

名称 
 

（□ ホームページの制作（以下余白）） 

開催地  

主催者  

開催期間    年  月  日～   年  月  日 

出展目的  

出展商品  

実施スケジ

ュール 
 

実施体制  

 

３ 交付申請・請求額  金        円 【補助対象経費（Ａ）×２/３】 

経費区分 内訳 補助対象経費 

展示会等 

出展経費 

 

 
 

広告宣伝費  

 
 

旅費  

 
 

雑役務費  

 
 

委託料  

 
 

その他  

 
 

合計（Ａ）  

※領収書など支出の内容を証する書類を添付してください。 

※該当するものに☑を入れてください 



 

４ 宣誓・同意事項 

 本申請書その他提出書類に記載した情報に偽りはないこと。交付要綱の規

定により付された条件に違反したとき又は虚偽の申請その他不正な手段に

より補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、補助金の全額を

返還すること。 

□ 上記事項について、宣誓・同意いたします。  

 

５ 添付書類（書類は、A4サイズ） 

 

□ 補助対象事業の履行状況が確認できる写真  

□ 補助対象経費の請求書、領収書又はこれに代わるものの写し  

□  振込先口座の通帳の写し（通帳を開いた 1・2 ページ目） 

□ その他町長が必要と認める書類（求められた場合に限る。） 

 

６ 振込先口座 

金融機関名  支店名  

預 金 種 別 □普通 □当座 □その他 口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

  



様式第２号（第８条関係） 

 

土庄町販路開拓支援補助金交付決定通知書 

 

 

発第  号   

年  月  日 

 

 様 

 

 

土庄町長      印  

 

 

 土庄町販路開拓支援補助金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり交付を決

定しましたので通知いたします。 

 

 

 

 

 

金       円 

  



様式第３号（第１０条関係） 

      発第  号 

                             年  月  日 

 

 

        様 

 

                          土庄町長      印  

 

土庄町販路開拓支援補助金返還命令書 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定・確定通知した   年度土庄町販路開

拓支援補助金について、土庄町販路開拓支援補助金交付要綱第１０条の規定により、次のと

おり返還するよう通知します。 

 

１. 返還すべき金額          円 

２. 返還期限    年  月  日まで 

３. 返還方法 別紙返納通知書による 

４. 補助金の概要 

交付決定通知    年  月  日付   第   号 

補助金交付決定額 円 

確定通知    年  月  日付   第   号 

補助金確定通知額 円 

返還事由  

※補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該

補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95

パーセントの割合で計算した加算金を納付することになるので、速やかに返還すること。 

※補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日

数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付することになるので、速やか

に返納又は返還すること。 


